
（単位：円）

金　　額 金　　額

資産の部 負債の部

流動資産 22,218,923,234 流動負債 16,527,528,422

現金及び預金 10,118,923,234 未払費用 34,603,947

短期貸付金 12,100,000,000 未払法人税等 86,267,800

賞与引当金 6,656,675

短期借入金 4,600,000,000

1年以内償還社債 11,800,000,000

固定資産 167,231,629,789 固定負債 159,074,787,577

有形固定資産 1,021,654 社債 159,000,000,000

　工具、器具及び備品 3,273,270 退職給付引当金 69,274,573

　減価償却累計額 △2,251,616 役員退職慰労引当金 5,513,004

　工具、器具及び備品(純額) 1,021,654

無形固定資産 6,928,135

　ソフトウェア 6,928,135 負債合計 175,602,315,999

投資その他の資産 167,223,680,000 純資産の部

長期貸付金 163,300,000,000 株主資本 13,896,144,153

投資有価証券 3,923,680,000 資本剰余金 11,500,000,000

その他資本剰余金 11,500,000,000

利益剰余金 2,396,144,153

その他利益剰余金 2,396,144,153

繰越利益剰余金 2,396,144,153

評価・換算差額等 △47,907,129

その他有価証券評価差額金 △47,907,129

　 純資産合計 13,848,237,024

資産合計 189,450,553,023 負債・純資産合計 189,450,553,023

民間準拠貸借対照表 【メザニン支援事業】

令和７年３月３１日現在

科　　目 科　　目



（単位：円）

売上高

受取利息 1,183,275,650

受取手数料 341,000,000 1,524,275,650

売上原価

支払利息 744,980,000

支払手数料 214,168,020 959,148,020

売上総利益 565,127,630

販売費及び一般管理費 250,321,774

営業利益 314,805,856

経常利益 314,805,856

税引前当期純利益 314,805,856

法人税、住民税及び事業税 86,267,800 86,267,800

当期純利益 228,538,056

民間準拠損益計算書 【メザニン支援事業】

自　令和６年４月　１日
至　令和７年３月３１日

科　　目 金　　額



民間準拠の財務諸表に対する注記 

 

１.作成目的及び作成基準 

民間準拠の財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）は、財政投融資対象となっている

メザニン支援事業について、「財政投融資改革の総点検について（平成１６年１２月１０

日 財政制度等審議会財政投融資分科会）」に従い、民間企業と同じ視点に立って、統一

的な基準の下で、横断的に財務状況を明らかにするために、同事業年度の貸借対照表事

業別内訳表、正味財産増減計算書内訳表及び会計帳簿を基礎として、「会社計算規則（平

成１８年２月７日法務省令第１３号）」に準拠して作成しております。 

 

 

２.その他の注記事項 

正味財産増減計算書内訳表の特定資産評価損益等として計上される満期保有目的の

債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券の時価評価差額は、全部純資産

直入法により民間準拠の貸借対照表のその他有価証券評価差額金に計上しております。

なお、当該事項以外の注記情報については、作成を省略しております。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

令和７年６月２７日

一般財団法人民間都市開発推進機構

理事長   殿

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 陽 子

業 務 執 行 社 員

監査意見

 当監査法人は、一般財団法人民間都市開発推進機構の令和６年４月１日から令和７年３月
３１日までの令和６事業年度におけるメザニン支援事業に関する民間準拠の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書及びその注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の民間準拠の財務諸表が、全ての重要な点において、注記１に記載された
会計の基準に準拠して作成されているものと認める。

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「民間準拠の財務諸表の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項－民間準拠の財務諸表作成の基礎

 注記１に記載されているとおり、民間準拠の財務諸表は、「財政投融資改革の総点検につい
て」（平成１６年１２月１０日 財政制度等審議会 財政投融資分科会）に従って情報開示す
るために注記１に記載された会計の基準に準拠して作成されており、したがって、それ以外の
目的には適合しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、監査した民間準拠の財務財務諸表を含む開示書類に含まれる情報の
うち、民間準拠の財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する

いかなる作業も実施していない。

民間準拠の財務諸表に対する理事者及び監事の責任

　理事者の責任は、注記１に記載された会計の基準に準拠して民間準拠の財務諸表を作成する

ことにあり、また、民間準拠の財務諸表の作成に当たり適用される会計の基準が状況に

照らして受入可能なものであるかどうかについて判断することにある。理事者の責任には、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない民間準拠の財務諸表を作成するために理事者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

伊 藤 陽 子

榊　　　真　一

Masakazu Isobe
テキストボックス
会計監査人監査報告書 謄本



 民間準拠の財務諸表を作成するに当たり、理事者は、継続企業の前提に基づき民間準拠の財
務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視する
ことにある。

民間準拠の財務諸表の監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての民間準拠の財務諸表に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査
報告書において独立の立場から民間準拠の財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、民間準拠の財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 民間準拠の財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 理事者が継続企業を前提として民間準拠の財務諸表を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において民間準拠の財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する民間準拠の財務諸表の注記事項が適切
でない場合は、民間準拠の財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 民間準拠の財務諸表の表示及び注記事項が、注記１に記載された会計の基準に準拠して

いるかどうかを評価する。
 監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。

その他の事項
　一般財団法人民間都市開発推進機構は、上記の民間準拠の財務諸表のほかに、令和７年３
月３１日をもって終了する事業年度について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
の規定に基づき、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準及び一般
財団法人民間都市開発推進機構の会計規程に準拠した貸借対照表及び損益計算書（公益認定

等ガイドライン第８章第１節第３の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）及び財務

諸表に対する注記並びに附属明細書を作成しており、当監査法人は、これらに対して、令和

７年６月６日に別途、監査報告書を発行している。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以  上

Masakazu Isobe
タイプライター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 ※ 上記の監査報告書の原本は当機構が別途保管しております。


